
 

 

 

 

 

 

◇第６３回通常総会を開催◇ 
第６３回通常総会が、５月１９日（金）にナックスホールで開催され、全議案とも原案のとおり

可決決定いたしました。  

今年度の重点事業は、①新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策事業の推進及び支援 ②企

業力向上に取り組む会員企業への支援強化 ③商店街活性化事業の推進 ④組織強化の推進 とな

っています。また、青年部長と女性部長の交代により役員の補欠選任が行われ、八重嶋大樹青年部

長と、渡邊祐子女性部長が新たに選任されました。 

なお、総会終了後に商工業優良従業員表彰が行われ、町長表彰と商工会長表彰併せて１９名の方

が表彰されました。 

基盤事業である経営改善普及事業として、金融、税務、経理、労務、経営計画策定等の支援を行

い、個社の経営力向上に向けて役職員一同全力で事業に取り組む所存ですので、ご支援・ご協力を

お願いいたします。 

  

 

源泉税納付個別相談のお知らせ 
商工会では青色申告会と共催で下記の通り源泉税納付個別相談会を行います。 

 つきましては、必要書類をご持参の上、商工会へお越しください。 

納付特例分の源泉税は７月１０日（月）が納付期限です。納付書は納付税額がない場合も、給与等の金

額や人数等を記載し税務署に提出をしなければならないので、お早めにご相談ください。 

記 

１.日 時  ７月３日（月）～７月１０日（月） ９：００～１６：００（土・日除く） 

２.会 場  紫波町商工会館 

３.必要書類  ・2023 年 1 月～６月までの給料・所得税・社会保険料額を記入した源泉徴収簿（賃金台

帳）等 

        ・納税者番号が印字された納付書               （担当：山口） 

紫波町商工会報 

商工会ニュースしわ ６月号 
 ◇発行者 紫波町商工会長 橘 冨雄  ◇令和５年６月２日発行 

◇〒０２８－３３０５岩手県紫波郡紫波町日詰字東裏８５－４ ◇ＴＥＬ０１９－６７２－２２４４ ◇ＦＡＸ０１９－６７２－２３１６ 

 

 

 

 



中小企業者等事業継続緊急支援金について 
 上記支援金について締切が迫ってまいりましたので、該当事業者でまだ申請されていない方はお

早めに申請ください。 

 ※紫波町商工会ホームページURL https://www.shokokai.com/shiwa/  ※QRコード 

・対象者および支給金額 

対象者：県内に本店所在地（個人の場合は住所）がある中小企業者等 

支給額：法人等 １５万円   個人事業者 ７．５万円 

・支給要件 

令和４年10月から令和５年３月までの期間のうち、いずれか一月の売上が過去３年間の中の任意

の年の同月と比較して20％以上減少しているとともに、売上が減少した同月に、事業のために支

払ったエネルギーの単価が前年同月の単価と比較して増加している者であること等 

・申請期限 

令和５年６月２０日（火）まで 

・申請先 

法人の場合：本店所在地の市町村にある商工団体（商工会議所または商工会） 

個人の場合：確定申告書に記載している住所地にある商工団体（商工会議所または商工会） 

 

インボイス制度について 
 令和５年１０月１日から開始される消費税のインボイス制度につきまして、令和５年度の税制改

正により、新たに負担軽減措置などが設けられました。詳しくは国税庁ホームページの「インボイ

ス制度特設サイト」をご覧いただくか、下記の QR コードよりご確認ください。インボイスの登録は

９月３０日までとなっておりますが、登録番号の発行までには時間を要しますので、登録される方

はお早めにご準備ください。 

                            ※QRコード 

 

 

マル経融資制度のご案内 

商工会では商工会員の皆様にマル経融資（小規模事業者経営改善資金）の斡旋を行っています。

この融資制度は商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営

改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。借り入れをご検討している方はお気

軽に相談ください。 

＜融資限度額＞ ２，０００万円   

＜返 済 期 間＞  運転資金７年以内 

設備資金１０年以内 

＜対 象 者＞  商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている

小規模事業者（商工業者に限る。）であって、商工会、商工会議所等の長の推薦を

受けた方。 

＜利   率＞  1.12％（令和５年５月１日現在）           （ 担当：菅原、目黒） 

https://www.shokokai.com/shiwa/

